
 

一般社団法人日本移植学会 定款施行細則（案） 

 

第１章 代議員の選出 

（総則） 

第１条 代議員の選出は、定款に定められたことのほかは、この細則に従って行

う。 

 

第２条 代議員は、その選出の方法により、選挙によって選出される代議員（以

下、「選挙代議員」という。）と、選挙によらないで選出される代議員（以下、「非

選挙代議員」という。）とに区分する。 

 

第３条 代議員の選出は、４年毎に行い、再任を妨げない。 

 

（選挙代議員の選任） 

第４条 この法人に、選挙代議員の選出業務を管理する選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は次の各号の選挙管理委員によって構成する。 

（１）選挙の業務を総括する理事 １名 

（２）選挙の業務を分掌する正会員 若干名 

３ 選挙管理委員は、理事会の議決を経たうえ、理事長がこれを委嘱する。 

４ 選挙管理委員会の委員長は、選挙の業務を総括する理事とする。 

５ 選挙管理委員会の任期は、委嘱された日に始まり、次の選挙が行われる前年 

の９月３０日に終わる。 

 

第５条 選挙代議員の定数は、約１８０名とし、理事会で定めた専門科目区分毎

に会員数に応じて配分する。 

 

第６条 専門科目の区分および各専門科目区分における選挙代議員の定数は、選

挙のつど理事会が決定し、選挙管理委員会が有権者に公告する。 

 

第７条 選挙権の有権者は、選挙が行われる年の１月１日現在において会費を完

納した正会員とする。 

 

第８条 被選挙権の有権者は、選挙が行われる年の１月１日現在において、連続

満５年以上会員であって、会費を完納した正会員とする。 

 

第９条 被選挙権の有権者は選挙代議員候補者（以下、「候補者」という。）とな

ることが出来る。候補者になろうとするものは、選挙の公示があった日から予め

選挙管理委員会が定めた日までに、その旨を選挙管理委員会に届け出なければな

らない。 

 



第１０条 投票はマークシート方式で、郵送により行う。 

２ 投票は各専門科目区分の候補者の中から選挙管理委員会で決めた数だけ選び

マークシートに印を付ける。マークシートの印数は各区分に異なるが、最高でも

２０を越えないこととする。 

３ 各専門科目区分に定められた数を超えて印を付けたものは無効とする。 

 

第１１条 選挙代議員は専門科目区分毎に得票数の最も多いものから順次定数ま

でを当選とする。有効投票の得票数の等しい者が２名以上あったときには抽選に

よって順位を決定する。 

 

第１２条 候補者の数がその専門科目区分の選挙代議員の定数を超えない専門科

目区分においては、投票を行うことなく、候補者を選挙代議員とする。 

 

（非選挙代議員の選出） 

第１３条 非選挙代議員を選出するために、この法人に非選挙代議員候補者選考

委員会（以下、「選考委員会」という。）を置く。 

 

第１４条 選考委員会は、次の各号に定める委員によって構成する。 

（１）理事長 

（２）理事 若干名 

（３）正会員 若干名 

２ 理事長以外の委員は、理事長がこれを委嘱する。 

３ 選考委員会の委員長は、理事長もしくは理事長が委嘱した者とする。 

 

第１５条 選考委員会は、この法人、関連学会、関連研究会等より推薦された者、

または指導的な業績を上げていると認められる者であって、満６５歳未満のこの

法人の正会員であるもののなかから、非選挙代議員候補者若干名を選考する。 

 

第１６条 非選挙代議員候補者は、理事会の議決を経たうえ非選挙代議員とする。 

 

第２章 役員の選出 

（総則） 

第１７条 役員の選出は定款に定められたことのほかは、この細則に従って行う。 

２ 理事の選出は４年毎に行う。この場合、定款第２０条第１項の規定に基づき

選任後２年後に開催される社員総会において再任の承認を受けることにより、４

年を１期として運用する。 

３ 監事の選出は２年毎に行う。 

４ 選出の行われる年の１月１日現在、満６５歳以上の者は、新たに役員に選出

されないものとする。 

 



 

第１８条 理事は、その選出の方法により、選挙によって選任される理事（以下、

「選挙理事」という）と、選挙によらないで選出される理事（以下、「非選挙理事」

という）とに区分する。 

 

第１９条 選挙理事および監事の選出は、社員総会に出席した代議員の無記名投

票によって行う。 

 

（選挙理事および監事の選任） 

第２０条 この法人に、選挙理事および監事の選任業務を管理する選挙管理委員

会を置く。 

２ 選挙管理委員会は次の各号の選挙管理委員によって構成する。 

（１）選挙の業務を総括する理事 １名 

（２）選挙の業務を分掌する正会員 若干名 

３ 選挙管理委員は、理事長がこれを委嘱する。 

４ 選挙管理委員会の委員長は、選挙の業務を総括する理事とする。 

 

第２１条 選挙理事の定数は、１６名とする。 

 

第２２条 代議員は、理事の候補者となることが出来る。 

２ 理事候補者となろうとする者は、選挙管理員会が定めた期日までにその旨を

選挙管理委員長に届け出なければならない。 

 

第２３条 理事選挙は、理事候補者を被選挙権有権者として行い、それぞれの代

議員が投票する数は専門科目区分を問わず１６名連記とする。 

 

第２４条 監事の定数は、２名以内とする。 

 

第２５条 代議員は、監事の候補者となることが出来る。 

２ 監事に立候補しようとする者は、所定の期日までにその旨を選挙管理委員長

に届け出るものとする。 

 

第２６条 監事の選挙は、２名連記の投票によって行い、得票数の最も多い者か

ら順次２名までを当選者とする。 

 

（理事長の選出） 

第２７条 理事長は、選挙理事の互選により選出する。 

 

（非選挙理事の選出） 

第２８条 理事長は、関連学会、関連研究会等より推薦された代議員のなかから、

非選挙理事候補者若干名（８名以内）を推薦することができる。 



第２９条 非選挙理事候補者は、理事会、社員総会の議決を経たうえ、理事とす

る。 

 

第３章 会長、副会長および次期副会長の選出 

（会長の選出） 

第３０条 代議員は、会長の候補者となることが出来る。 

２ 会長候補者になろうとする者は、理事長が定めた期日までに、その旨を理事

長に届け出なければならない。 

 

第３１条 会長の選挙は、社員総会に出席した代議員の単記投票によって行い、

得票数の最も多い者を当選者とする。 

 

（副会長の選出） 

第３２条 代議員は副会長の候補者となることが出来る。 

２ 副会長候補者になろうとする者は、理事長が定めた期日までに、その旨を理

事長に届け出なければならない。 

 

第３３条 副会長の選挙は、社員総会に出席した代議員の単記投票によって行い、 

得票数の最も多い者を当選者とする。 

 

第３４条 前４条の規定に関わらず、社員総会の議決によって、選挙を行うこと

なく、副会長を次年度の会長、次期副会長を次年度の副会長として選任すること

が出来る。 

 

（次期副会長の選出） 

第３５条 代議員は、次期副会長の候補者となることが出来る。 

２ 次期副会長候補者になろうとする者は、理事長が定めた期日までに、その旨

を理事長に届け出なければならない。 

 

第３６条 次期副会長の選挙は、社員総会に出席した代議員の単記投票によって

行い、得票数の最も多い者を当選者とする。 

 

（細則の変更） 

第３７条 この細則は、社員総会の議決により変更することができる。 

 

 

専門科目区分 

第１区分  基礎医学・再生医療 

第２区分  肝・膵・膵島・小腸移植関連 

第３区分  心・肺移植関連 



 

第４区分  腎移植関連 

第５区分  造血幹細胞移植 

第６区分  組織移植（骨・角膜・皮膚等） 

第７区分  移植関連検査（感染症・ＨＬＡ・血中濃度測定等） 

第８区分  救急・脳外科 

第９区分  臓器配分・コーディネータ等 

第 10区分  その他 

専門科目区分においては内科・外科・小児科をといません。 

臓器がまたがる場合にはどちらかひとつを選んでください。 

 

この細則は、この法人成立の日より施行する。 

 


